
辰野町農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成 25年 10月 4日（金）午後 1時 30分から午後 3時 10分 

 

２．開催場所 辰野町役場 1階第 2会議室 

 

３．出席委員（１６人） 

    会長         １番 尾坂 壽夫 

    会長職務代理者  ２番 赤羽 則子 

    委員         ３番 三浦 淳 

                ４番 上島 貞章 

                ５番 中村 智子 

                ６番 足助 聰美 

                ７番 下田 節子 

                ８番 野澤 修一 

                ９番 根橋 英男 

               １０番 根橋 鉃雄 

               １１番 竹淵 光雄 

               １２番 宇治 昭三郎 

               １３番 有賀 勝英 

               １４番 宮原 光平 

               １５番 小澤 浩矩 

               １６番 桒澤 幸雄 

 

４．欠席委員       なし 

 

     

５．議事日程 

      議案第１号 農地法の規定に基づく許可について 

      議案第２号 非農地の承認について 

      報告事項  専決事項について 

              （１）9月許可決定の 5条 4件については、長野県農業会議 

                から 9月 13日付で許可相当の意見答申があったので、 

                許可指令書を交付した。 

   その他     

 



６．農業委員会事務局職員 

   事務局長    役場産業振興課長 飯澤誠 

   事務局次長   役場産業振興課補佐兼農政係長 足助和実 

   書記       役場産業振興課農政係専門員 千田茜 

 

７．会議の概要 

 

＜尾坂会長＞ 

 どうも皆さんこんにちは。大変お忙しい中ご出席いただきありがとうございます。今、

代理のほうからお話がありましたように、９月１６日の台風１８号以来いい天候が続きま

してほとんど雨が降らないというような状況でございまして、秋の収穫も順調に進んでる

んではないかと思います。しかし反面、秋の野菜にとっては水不足ではないかと、皆さ

ん方も結構毎日水をやっているんじゃないかなと思います。先月９月１８日に農業委員

会巡回検討会がありまして、長野県農業会議の事務局長さんらが来まして、いろいろ

お話した中で全国農業新聞につきまして、普及推進についてお願いがございました。

ぜひとも委員の皆さん方にはぜひ一部とっていただき、なおかつ一人くらいの増員を

目標にしてお願いしたいというようなことをいわれましたので、皆様方につきましてもぜ

ひとも農業新聞を一部プラス一部というような形で考えていただければ幸いでございま

す。また、９月２５日にはパトロールの説明がございましたけれども、今月が一応その時

期でございますので効率的に調査していただきますようよろしくお願いいたします。以

上でございますが本日の総会よろしくご審議お願い申し上げまして簡単ではございま

すが挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは今日はマイクがございませんのでできるだけ大きな声で話しますが、議事

録の署名人でございますが、１５番の小澤さん、1６番の桑澤さん、よろしくお願いしま

す。 

 それでは４番の議事でございます。議案第１号、農地法の規定に基づく許可につい

て、事務局お願いいたします。 

 

 【議案第１号、３条の規定による許可について、１～２番朗読】 

＜足助事務局次長＞ 

 1番、所有権の移転でございます。 

 大字伊那富…にお住まいの A さん所有の、大字伊那富字上原…番地、地目は畑、

面積 304㎡を、大字伊那富…番地にお住まいの B さんが取得するものです。この件

について、譲受人の保有している農業機械、労働力、通作距離等見ても効率的な利

用が可能であり、また農地取得後の農業経営面積は 37aで下限面積を超えておりま

す。また今回の権利の取得により周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確



保に支障は生じないものと考えられます。よって農地法第３条第２項各号には該当せ

ず許可要件の全てを満たしていると考えます。この件につきましては、宮原委員と上島

委員から意見書をいただいています。 

 

＜尾坂会長＞ 

 それでは宮原委員の方からご説明お願いしたいと思いますが。 

 

＜１４番宮原委員＞ 

 はい、それでは詳細を説明します。９月８日に竹淵、上島両委員と確認をいたしまし

た。境はしっかりしておったということで、以上、説明を終わります。（場所の質問あり回

答） 

 

＜尾坂会長＞ 

 何かご質問ご意見等ございましたら。（「異議なし」の声）異議なしということでござい

ますのでこの件について許可したいと思いますのでよろしくお願いします。それでは２

番の説明をお願いいたします 

 

＜足助事務局次長＞ 

 2番、所有権の移転でございます。 

 大字伊那富…にお住まいの A さん所有の、大字伊那富字北湯舟…番地、地目は

畑、面積 380㎡を、箕輪町大字中箕輪…番地にお住まいの…さんが取得するもので

す。この件について、譲受人の保有している農業機械、労働力、通作距離等見ても効

率的な利用が可能であり、また農地取得後の農業経営面積は 1.2haで下限面積を超

えております。また今回の権利の取得により周辺農地の農業上の効率的かつ総合的

な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。よって農地法第３条第２項各号

には該当せず許可要件の全てを満たしていると考えます。この件につきましても、宮原

委員と上島委員から意見書をいただいています。 

 

＜尾坂会長＞ 

 では引き続き宮原委員の方からお願いいたします。 

 

＜１４番宮原委員＞ 

 はい。９月１７日に上島委員と二人で確認いたしました。（場所の説明）８月にこの下

のところを太陽光発電の設置ということで確認をしたところ、その上の土地で山につい

た地点ですが箕輪の方ということでどういう風に使うかですが境はしっかりしているとい

うことで確認をいたしました。以上でございます。 



 

＜尾坂会長＞ 

 ただいま宮原委員の方からご説明がございましたが、これに対する質問等、ご意見

ありましたら。（「なし」の声）なしということでございますのでこれにつきまして、許可する

ことといたします。以上、３条２件につきましては許可するということでよろしくお願いい

たします。次に５条、説明お願いいたします。 

 

 【議案第１号、５条の規定による許可申請について１〜5番朗読】 

＜足助事務局次長＞ 

 それでは５条であります。 

 １番、賃貸借権の設定でございます。 

 大字伊那富…にお住まいの A さんが所有いたします、大字伊那富字南原…番地、

地目は畑、面積 420㎡を、伊那市東春近…の Bが賃貸借し駐車場および資材置場

とするための申請でございます。借受人は申請地隣接に伊北支所がありますが、駐車

場、資材置き場がなく事業に支障をきたしていました。他に適当な場所もないため申

請地を借り受け、車 14台分の駐車場および緑化木仮植などの資材置き場とする計画

です。申請地は上下水道の埋設された道路沿道で５００メートル以内に２つ以上の公

共公益的施設、辰野南小学校と沢上公民館がありますので、農地法第５条第２項第１

号ロの（１）の第３種農地と指定されます。よって原則許可で問題ないと判断いたします。

この件につきましては有賀委員、尾坂会長から意見をいただいております。 

 

＜尾坂会長＞ 

 それでは有賀委員の方からご説明よろしくお願いいたします。 

 

＜１３番有賀委員＞ 

 では報告します。現地を確認しましたところ、隣接の方々からは了解を取ってあると

いうことで問題ないということで承認いたしました。以上よろしくお願いいたします。 

 

＜尾坂会長＞ 

 ただいま有賀委員の方から説明がありましたけれども、これにつきまして何かご意見

等ございましたら。（「なし」の声）はい、質問等ないということでございますのでこの件

につきまして許可することにいたします。よろしくお願いいたします。続いて２番。 

 

＜足助事務局次長＞ 

 ２番、賃貸借権の設定でございます。 



 大字平出…にお住まいの A さんが所有いたします、大字平出…番地、地目は畑、

面積 281㎡を、大字伊那富…の Bが賃貸借し老人デイサービスセンターを新築する

ための申請でございます。借受人は老人福祉施設を営む社会福祉法人であり、平出

区内でデイサービス事業を計画していたところ、貸渡人が手不足により耕作できないと

いうことで申請地を借り受け、周辺の宅地とあわせて老人デイサービスセンターを新築

する計画です。申請地は第一種住居地域の用途地域にあたりますので、農地法第５

条第２項第１号ロの（１）の第３種農地と指定されます。よって原則許可で問題ないと判

断いたします。この件につきましては赤羽代理、下田委員から意見をいただいておりま

す。 

 

＜尾坂会長＞ 

 詳細につきまして赤羽代理の方からよろしくお願いいたします。 

 

＜赤羽職務代理＞ 

 ２番、赤羽が報告いたします。（地図により場所の説明）９月１８日下田委員とともに地

主さんの A さんと一緒に、そして司法書士の方と立会いをいたしました。ここの現地は

すでに以前 C さんが使用していたところなんですよね。それで黒で囲ってある（申請

地）ここだけが農地になっていたということです。何十年も前のお話ですのでどういう風

だかわかりませんけれども。それで、この土地だけでなく周りの土地もほとんどこの A さ

んの土地です。ですのでもちろん境もきちっと四隅、測量されております。それを確認

いたしまして、そしてもうすでに今日の新聞にも載っておりましたけれども、早速ここで

許可がおりれば工事に入りたいということであります。そんなわけではっきりとした事情

も説明をお聞きしましたので、下田委員とともにいいのではないかということで判をつか

せていただきました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

＜尾坂会長＞ 

 はい、説明が終わりました。ただいまの件につきまして、何かご質問ご意見等ありまし

たら。（「異議なし」の声）異議なしという声がございましたので、この件につきまして許

可することにいたします。次に３番お願いいたします。 

 

＜足助事務局次長＞ 

 3番、使用貸借権の設定でございます。 

 大字伊那富…番地の A さんが所有いたします、大字伊那富…番地、地目は田、面

積 192㎡を、大字伊那富…番地の B さんが使用貸借し住宅を新築するための申請で

ございます。借人は現在賃貸住宅に暮らしておりますが、実家隣接の父所有の申請

地を使用貸借し住宅を新築する計画でございます。申請地は第一種住居地域の用途



地域にあたりますので、農地法第５条第２項第１号ロの（１）の第３種農地と指定されま

す、よって原則許可で問題ないと判断いたします。この件につきましては、宮原委員、

上島委員から意見をいただいております。 

 

＜尾坂会長＞ 

 はい、それでは宮原委員さん、ご説明よろしくお願いします。 

 

＜１４番宮原委員＞ 

 はい、９月１９日に上島委員と二人で確認をさせていただきました。（場所の説明）こ

の A さんという方の息子が家を建てるということで、この辺一帯は A さんの土地になっ

ています。したがって上下水道は A さんのところにつながっていると。それと、境界杭

もはっきりしているということで、いいだろうという方向で見てまいりました。ご審議の程よ

ろしくお願いします。 

 

＜尾坂会長＞ 

 ただいま宮原委員の方からご説明がございました。境界杭等しっかり、はっきりしてい

るという状況のようでございます。この件につきましてご意見ご質問等ございましたら。

（「異議なし」の声）もうすでに周囲が住宅に囲まれているような状況でございますので、

また、今異議なしという声もございましたので、この件につきまして許可することにいた

します。次に４番お願いします。 

 

＜足助事務局次長＞ 

 4番、使用貸借権の設定でございます。 

 大字樋口…の A さんが所有いたします、大字樋口…番地、地目は田、面積 490㎡

を、諏訪郡下諏訪町…の B さんが使用貸借し住宅を新築するための申請でございま

す。借人は現在下諏訪町の妻の祖父所有の住宅で家族と暮らしておりますが、独立

を考え両親に相談したところ、父所有の申請地が適地であるということで、使用貸借し

住宅を新築する計画でございます。申請地は上下水道の埋設された道路沿道で５００

メートル以内に２つ以上の公共公益的施設、樋口コミュニティセンターと東部保育園が

ありますので、農地法第５条第２項第１号ロの（１）の第３種農地と指定されます。よって

原則許可で問題ないと判断いたします。この件につきましては、桑澤委員、下田委員

から意見をいただいております。 

 

＜尾坂会長＞ 

 それではこの件について桑澤委員の方から説明をお願いします。 

 



＜１６番桑澤委員＞ 

 １６番の桑澤が説明します。９月１５日に下田さんと現地を確認しまして、境、下水道、

上水道、そして道路ともしっかりしているということで異常ありませんのでよろしくお願い

します。 

 

＜尾坂会長＞ 

 はい、ただいま説明がありました。何かご質問等ご意見等ございましたらお願いいた

します。（「異議なし」の声）異議なしということでございますので、この件につきまして許

可したいと思いますのでよろしくお願いいたします。次に５番お願いいたします。 

 

＜足助事務局次長＞ 

5番、所有権の移転でございます。 

 大字伊那富…の A さんが所有いたします、中央…番地、地目は田、面積 260㎡を、

諏訪市中洲…番地の B さんが取得し住宅を新築するための申請でございます。譲受

人は現在借家に家族と暮らしておりますが、子の成長に伴い持ち家を持ちたいと考え

申請地を取得し住宅を新築する計画でございます。申請地は第二種住居専用地域の

用途地域にあたりますので、農地法第５条第２項第１号ロの（１）の第３種農地と指定さ

れます。よって原則許可で問題ないと判断いたします。この件につきましては宮原委

員、上島委員から意見をいただいております。 

 

＜尾坂会長＞ 

 はい、それでは詳細につきまして宮原委員の方から。 

 

＜１４番宮原委員＞ 

 はい、それでは発表させていただきます。９月１５日に上島委員と確認いたしました。

（場所の説明）この、大きな田んぼだったところを四区画にして二区画はもう家が建っ

ているという土地ですが、道も一応あけて住宅にいけると。境界杭もしっかりしていて道

路もしっかりできていて上水道下水道も問題ありませんのでご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

＜尾坂会長＞ 

 ただいま宮原委員の方から説明がございました。何かこれにつきまして、宅地化され

ているところですが、何かご意見ご質問等ございますか。（「なし」の声）ないようでござ

いますのでこれにつきまして許可したいと思いますのでよろしくお願いいたします。以

上５条につきまして５件、許可することにいたします。次に議案第２号、非農地の承認

について事務局説明お願いいたします。 



 

 【非農地の承認について１番朗読】 

＜足助事務局次長＞ 

  非農地証明書の交付申請でございます。東京都世田谷区田園調布..丁目..番..号

の A さんから、大字伊那富字滝洞…、登記地目は畑、1306㎡と、大字伊那富字楡沢

…、登記地目は畑、522㎡、以上 2筆について申請がありました。理由としまして、戦

時中は畑として使用されていたと思われるが、戦後まもなく、周辺が山林であったため

植樹して周辺山林とともに現在まで放置し、60年以上の杉とカラマツの山林となって

いる土地であります。農地に復元するのは容易ではなくまた農地として利用される可

能性もないことから、辰野町農業委員会非農地証明事務取扱要領の証明基準に該当

し、非農地とすることはやむをえないものと思われます。この件につきましては、宮原委

員、上島委員が現地を確認しております。 

 

＜尾坂会長＞ 

 それでは確認しました宮原委員、状況等ご説明願いたいと思います。 

 

＜１４番宮原委員＞ 

 それでは報告します。９月１７日に確認しました。(場所の説明)畑だったところを植林

されて唐松等木が生えてるということで確認いたしましたところ、すっかり山林となって

ました。以上でございます。 

 

＜尾坂会長＞ 

 何かご意見ございますか。承認することに意義ありませんか。（「なし」の声）意義ござ

いませんのでこれにつきまして承認したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。次に報告事項、（１）専決事項について事務局よりお願いしま

す。 

 

報告事項 

＜足助事務局次長＞ 

 それでは報告事項ということで、まず専決事項ということでお願いしたいと思います、

9月許可決定の 5条 4件につきましては、長野県農業会議から９月 13日付けで許可

相当の意見答申がありましたので、許可指令書を交付いたしております。報告事項は

以上でございます。 

 

＜尾坂会長＞ 



 ただいま事務局より説明がありましたとおり許可申請書を交付したということでありま

す。何かありましたらお願いします。ないようでございますので以上をもって４番の議事

を終わりたいと思います。 

 

 その他 

 ○第５９回長野県農業委員大会について 

  日時１１月７日（木） 場所ホクト文化ホール(長野市) 午後１２時３０分開催 

受付開始正午〜 全員参加 町バスで１１月委員会終了後 

 ○上伊那農業委員会協議会農業先進地調査 

  会長、代理出席 

 ○次回委員会開催日時 １１月７日（木）午前８時３０分〜 役場第６会議室 

 ○大豆今後の日程について 

  大豆：収穫はコンバイン、仕込みは１１月２３日(土・祝)、前日準備１１月２２日(金) 

 

 

 

 

 この議事録は、事務局が作成したものであるが、内容が正確であることを証

するため、これに記名押印する。 

平成  年  月  日 

 

  会    長              印  

 

議事録署名人              印  

 

議事録署名人              印  


